
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人広島大学（法人番号1240005004054）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項



理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

・役員報酬支給基準は、月額及び期末手当から構成されている。月額については、広
島大学役員報酬規則に則り、本給(1号俸：706,000円)に加え、支給要件に該当する場
合には通勤手当、異動保障手当、広域人事交流手当、単身赴任手当を加算して支給
している。期末手当についても、広島大学役員報酬規則に則り、期末手当基準額（本
給、異動保障手当及び広域人事交流手当の月額に100分の120を乗じて得た額に、本
給に100分の25を乗じて得た額を加算した額）に、100分の167.5を乗じ、基準日以前6
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額に対し、在職
期間における業績を勘案し、経営協議会の議を経て、増減した額としている。
　なお、令和4年度では、期末手当について、一般職の職員の給与に関する法律（昭
和25年法律第95号）の改正に準拠して、6月期に年間0.15月分の引き下げを、12月期
に年間0.1月分の引き上げを行った。

・役員報酬支給基準は、非常勤役員手当及び通勤手当で構成されている。非常勤役
員手当は、広島大学役員報酬規則に則り、常勤役員の支給額を元に1週間当たりの勤
務予定日数に応じて算出し、支給要件に該当する場合には通勤手当を加算して支給
している。

・役員報酬支給基準は、非常勤役員手当及び通勤手当で構成されている。非常勤役
員手当は、広島大学役員報酬規則に則り、常勤役員の支給額を元に1週間当たりの勤
務予定日数に応じて算出し、支給要件に該当する場合には通勤手当を加算して支給
している。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和4年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,500 13,284 5,216 0 ※

千円 千円 千円 千円

15,496 10,740 4,292 464 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,123 10,740 4,087 295 （通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

14,851 10,740 4,087 24 （通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

14,476 10,278 4,113 85 （通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,405 8,472 3,834 2,099 （単身赴任手当）
（異動保障手当） 3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

12,516 8,488 4,008 20 （通勤手当） 1月31日 ※

千円 千円 千円 千円

3,720 3,720 0 0 3月31日

千円 千円 千円 千円

1,956 1,800 0 156 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

12,270 8,472 3,327 471 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

9,832 9,360 0 472 （通勤手当） ※

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「前職」欄の「※」は独立行政法人等の退職者、「◇」は役員出向者であることを示す。
注３：「異動保障手当」とは、就任直前の機関で民間における賃金水準が特に高い地域に在勤する職員に

　支給される手当を支給されていた者が、引き続き本法人の役員に就任した場合に報酬を調整する
　ために支給しているものである。

D理事

法人の長

B監事
（非常勤）

H理事
（非常勤）

前職
就任・退任の状況

G理事
（非常勤）

A理事

A監事

B理事

E理事

その他（内容）

C理事

F理事

役名
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

理事（非常勤）

・理事に同じ

　監事

　監事（非常勤）

・監事に同じ

【文部科学大臣の検証結果】

・当法人では、「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し、理念5原則（平
和を希求する精神、新たなる知の創造、豊かな人間性を培う教育、地域社会・国際社
会との共存、絶えざる自己変革）の下に、「知の創造拠点」として未来社会に資する先
端的な学術研究の推進とそれを通じた優れた人材の育成に取り組み、その成果を活か
して国際社会に貢献することを使命としており、広島大学の長期ビジョンを基盤として、
教育改革、研究活動の活性化、世界・地域への貢献、医療人の養成拠点並びに医科
学の拠点形成等を学長のリーダーシップの下で推進している。
　そうした中で、当法人の学長は、職員数約3,600名の法人の代表としての職務を行うと
ともに、学校教育法上の学長としての職務を同時に担っている。
　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬と比較した場
合、それ以下であり、また、学生数が同規模である国立大学法人と比較した場合、同程
度となっている。
　当法人では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給
月額を踏まえ、国家公務員給与の改定状況等を参考として決定しており、学長の職務
内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

・当法人の監事は、当法人の業務を監査し、業務の効率的かつ合理的な運営を図ると
ともに、財務会計経理等の適正を期すことを任務としている。
　監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役の報酬と比較し
た場合、それ以下であり、また、学生数が同規模である国立大学法人と比較した場合、
同程度となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当である
と考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間
企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

・当法人の理事は、教育、グローバル化、平和・基金・アジア、学術・社会連携、霞地
区・教員人事・広報、財務・総務、その他学長が特に命ずる事項について学長を補佐
し、その業務を掌理している。
　理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬と比較した場
合、それ以下であり、また、学生数が同規模である国立大学法人と比較した場合、同程
度となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当である
と考えられる。
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５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

法人の長

A理事

B理事

理事
（非常勤）

監事

監事
（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

・当法人においては、学長、常勤理事及び常勤監事に勤勉手当相当を含む期末手当を支給し
ている。期末手当は、期末手当基準額（本給、異動保障手当及び広域人事交流手当の月額に
100分の120を乗じて得た額に、本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額）に、支給割合を
乗じ、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額を在
職期間における業績を勘案し、経営協議会の議を経て、増減した額としている。平成28年10月
から、役員個人の業務の遂行状況に関する評価（個人業績評価）結果を基に経営協議会の議
を経て、在職期間における業績を勘案する率（業績勘案率）を決定するよう、業績の期末手当へ
の反映方法を見直した。

　当該理事は教育担当として、「持続可能な発展を導く科学」を実践するグローバルな教育研
究拠点を目指す大学院改革を推進し、既存の11研究科を４研究科に再編・統合する教育研究
組織整備の完成に貢献した。また、総括責任者として、スーパーグローバル大学創成支援事業
を推進したほか、入学者選抜における大学入学共通テスト導入への対応、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大状況に応じた教育・課外活動対応の総括、卓越大学院プログラムや博士課
程リーディングプログラムに関する取組等に尽力し、本学の管理運営に貢献した。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度等を総合的に勘案した
上で、経営協議会の議を経て、1.05と決定した。

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であ
ると考える。

　当該理事は平和・基金・アジア担当として、新たな海外拠点の設置や大学間交流協定の締結
を積極的に実施し、就任期間中の海外拠点設置数及び大学間交流協定数は倍増となり、海外
ネットワークの拡充に貢献した。また、日本語・日本文化教育拠点かつ留学生受入れ窓口機能
を持つ組織として、「広島大学森戸国際高等教育学院」を設置し、多数の優秀な留学生の獲得
に貢献した。さらに、広島大学基金の戦略的拡充を推進し、集めた基金をフェニックス奨学制
度やSTARTプログラム等の学生支援に活用したほか、校友会の事業・運営管理、広島大学
ホームカミングデーの開催に尽力し、大学の総合力の強化に貢献した。

当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度等を総合的に勘案した
上で、経営協議会の議を経て、1.05と決定した。

該当者なし

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

③ 給与制度の内容及び令和4年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

・当法人の給与水準を検証するにあたって、国家公務員及び令和4年職種別民間給与実態調査による
データのうち、企業規模別（当該法人約3,600人）及び職種別平均支給額を参考にした。
（1） 国家公務員・・・令和4年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
405,049円となっており、全職員の平均給与月額は413,064円となっている。
（2） 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の4月の平均支給額は
449,846円となっている。
　さらに、教育・研究活動の活性化と質的向上及び大学運営に係る人材の有効活用に資するため、教職
員給与の適正化を推進し、全学的視点から人件費（人員）管理を行っている。

・当法人においては、平成16年度から業績給を導入しており、人件費の範囲内で、職員の勤務成績に応じ
て、昇給又は昇格若しくは勤勉手当に反映させるものとしている。

・広島大学職員給与規則に則り、基本給及び諸手当（管理職手当、職務付加手当、初任給調整手当、扶
養手当、特別調整手当、広域人事交流手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、附属学校教員特別
手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期
末手当、勤勉手当及び特別手当）としている。
　期末手当については、本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特
別調整手当又は広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額並びに役職段階別加算
額及び特定管理職加算額の合計額に同規則に定める職員の区分に応じた期別支給割合（一般職員の場
合：100分の120）を乗じ、さらに基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗
じて得た額としている。
　勤勉手当については、本給、本給の調整額、教職調整額及びこれらに対する特別調整手当又は広域人
事交流手当の月額、特別調整手当の加算額の月額並びに役職段階別加算額及び特定管理職加算額の
合計額に同規則に定める勤務期間に応じた割合及び職員の区分に応じた勤務成績割合（一般の職員で
良好な職員の場合：100分の102）を乗じて得た額としている。
　なお、令和4年度では、以下のとおり改正を行った。
＜4月改正＞
①「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定）における保育士・幼稚園教
諭、看護職員等を対象とした収入引き上げのための措置の趣旨に鑑み、当該職種に対して支給する経済
対策特別手当を新設した。（令和4年9月までの暫定措置。令和5年4月改正で令和4年10月以降適用の改
正を実施。）
②共同研究等の直接経費から研究代表者（PI）の人件費を支出できることとなったことにより、共同研究等
特別手当を新設した。
＜6月改正＞
期末手当の引き下げ改定（年間0.15月分）
＜12月改正＞
①本給月額の引き上げ改定（平均0.3%）
②勤勉手当の引き上げ改定（年間0.1月分）

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）
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２　職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,403 45.4 7,065 5,187 103 1,878
人 歳 千円 千円 千円 千円

546 44.4 5,965 4,396 151 1,569
人 歳 千円 千円 千円 千円

911 53.5 9,249 6,740 125 2,509
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

604 36.0 5,205 3,858 34 1,347
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 50.0 5,598 4,215 245 1,383
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 43.1 6,873 5,021 0 1,852
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 43.5 5,355 3,961 0 1,394
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 44.3 7,361 5,477 140 1,884
人 歳 千円 千円 千円 千円

77 41.0 6,892 5,141 105 1,751
人 歳 千円 千円 千円 千円

169 40.3 5,531 4,077 65 1,454
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 51.5 5,946 4,380 105 1,566
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

440 42.3 7,716 6,707 43 1,009
人 歳 千円 千円 千円 千円

431 42.2 7,740 6,745 41 995
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 45.9 6,590 4,913 155 1,677

人 歳 千円 千円 千円 千円

42 62.5 3,733 3,148 126 585
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 62.4 3,414 2,880 165 534
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 62.4 3,991 3,347 30 644
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 63.2 4,588 3,889 104 699
人 歳 千円 千円 千円 千円

学術研究職種

海技職種

再任用職員

教育職種
（附属高校教員）

指定職種

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

常勤職員（年俸制）

うち所定内人員区分
令和4年度の年間給与額（平均）

医療職種
（病院医師）

総額 うち賞与

技能・労務職種

海事職種

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

海技職種

教育職種
（附属高校教員）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

平均年齢
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

562 44.3 4,183 3,577 65 606
人 歳 千円 千円 千円 千円

247 48.3 3,648 2,815 115 833
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 44.3 7,354 5,609 19 1,745
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 36.4 3,900 3,409 1 491
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

50 45.9 3,215 2,514 67 701
人 歳 千円 千円 千円 千円

70 33.3 4,212 3,203 69 1,009
人 歳 千円 千円 千円 千円

125 45.9 5,634 5,634 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 28.0 2,796 2,796 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 45.8 6,795 6,795 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.2 6,270 6,270 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

45 54.0 7,453 7,453 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 53.4 7,327 7,327 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 58.5 8,460 8,460 0 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「技能・労務職種」とは、自動車運転手、調理師、調理員、用務員及び医療補助員の業務を行う職種を示す。
注３：「海事職種」とは、船舶等の船長、機関長、通信長、航海士及び機関士の業務を行う職種を示す。
注４：「海技職種」とは、船舶等の甲板長、甲板員、機関員及び司厨員の業務を行う職種を示す。
注５：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注６：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。
注７：再任用職員については、「事務・技術」、「医療職種（病院看護師）」、「教育職種（附属高校教員）」、

　　「海技職種」以外は該当者がいないため、欄を省略した。
注８：常勤職員の「その他医療職種（医療技術職員）」、「指定職種」、再任用職員の「海技職種」は該当者が2人

　以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、全体の数値
　　からも除外している。

注９：「その他」とは、該当者が少人数であるうえ、同様の職務に従事する他の職員と給与形態等が異なることから、
　独立した職種として公表することが適当でないものである。

その他学術研究職種

人員

その他教育職種
（大学教員）

その他

その他学術研究職種

非常勤職員（年俸制）

その他医療職種
（病院医師）

平均年齢
令和4年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

その他教育職種
（大学教員）

区分

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

非常勤職員

事務・技術
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注２：年齢20-23歳の年齢層については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　「平均給与額」、「第１四分位」及び「第３四分位」の折れ線は表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 10 57.1 9,426

グループリーダー 39 53.1 8,013

副グループリーダー



④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

47.6 43.9 45.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 52.4 56.1 54.3

％ ％ ％

 最高～最低 57.6～41.3 60.7～44.8 59.0～43.1

％ ％ ％

56.8 53.4 55.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.2 46.6 45.0

％ ％ ％

 最高～最低 51.3～39.6 54.6～34.9 53.0～39.2

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.1 47.9 49.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.9 52.1 50.5

％ ％ ％

 最高～最低 90.2～41.5 93.7～45.1 92.0～43.3

％ ％ ％

55.6 52.0 53.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.4 48.0 46.2

％ ％ ％

 最高～最低 87.1～39.1 91.8～43.3 89.5～41.2

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.9 49.0 50.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.1 51.0 49.5

％ ％ ％

 最高～最低 57.6～43.6 60.4～47.0 59.0～45.3

％ ％ ％

56.5 53.1 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.5 46.9 45.2

％ ％ ％

 最高～最低 48.2～39.5 51.3～43.0 49.8～41.2

賞与（令和4年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

83.8
90.8
82.6
90.2
97.0

　給与水準の妥当性の
　検証



○医療職員（病院看護師）

100.3
・年齢・地域勘案 99.9

96.2
100.8
100.8

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標

93.8

注：　上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、

　令和4年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

講ずる措置
今後も社会一般の情勢を判断する上で、国家公務員の給与改定を
参考に水準を維持する必要があると思われる。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案

・年齢・学歴勘案
・年齢・地域・学歴勘案
（参考）対他法人

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国の医療職俸給表（三）適用者に対して本学は1級の職員の割合が
低いこと（国：2.9%、本学：0%）、国の医療職俸給表（三）適用者の
47.8%が地域手当の非支給地の在勤者であることに対して本学は全
員が地域手当5級地の在勤者であること、国の医療職俸給表（三）適
用者に対して本学の大卒以上の高学歴者の割合が高いこと
（国:7.0%、本学61.3%）、が主な要因と考える。
（国の1級の職員の割合、地域手当の非支給地在勤者割合及び大
卒以上の高学歴者の割合は人事院「令和4年国家公務員給与等実
態調査」より）

項目 内容

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　36.1％】
（国からの財政支出額　31,735,479,152円、支出予算の総額
87,961,838,000円：令和4年度予算）
【累積欠損額　0円（令和3年度決算）】
【管理職の割合　6.0%　（常勤職員数604人中36人）】
【大卒以上の高学歴者の割合　61.3%　（常勤職員数604人中370
人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　27.0%】
（支出総額　85,640,652,862円、給与・報酬等支給総額
23,097,121,112円：令和3年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円以上であるが、本学の予算の総額に
占める割合は36.1％であり、累積欠損は生じていない。
上記「国に比べて給与水準が高くなっている理由」の要因により、対
国家公務員との比較指標は100.3と上回るが、地域差を是正した給
与水準及び学歴差を是正した給与水準の比較指標では国家公務
員の水準未満となっていることから給与水準は適正であると思われ
る。

【文部科学大臣の検証結果】
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の
従業員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求め
られており、国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理
性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日
閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等
を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（扶養親族がいない場合）

【事務・技術職員】
○ ２２歳（大卒初任給）
月額 185,200 円 年間給与 2,764,005 円
○ ３５歳（主任）
月額 282,838 円 年間給与 4,707,842 円
○ ５０歳（課長）
月額 454,436 円 年間給与 7,460,662 円

【教育職員（大学教員）】
○ ２７歳（大学院（博士課程後期）卒初任給）
月額 315,500 円 年間給与 4,761,067 円
○ ３５歳（助教）
月額 362,766 円 年間給与 6,044,406 円
○ ５０歳（教授）
月額 524,167 円 年間給与 8,966,402 円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき
10,000円）を支給

・当法人においては、平成16年度から業績給を導入しており、人件費の
範囲内で、職員の勤務成績に応じて、昇給又は昇格若しくは勤勉手当
に反映させるものとしている。
　平成28年4月から、勤勉手当において、より優秀な職員に対し「特に優
秀な職員」を超える勤務成績割合を適用できるよう、「極めて優秀な職
員」区分を設定した。
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Ⅲ　総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注２：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される

　職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書

　　「(18)役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

注３：千円未満切り捨てのため、（A）～（D）の各区分の合計額と最広義人件費の額は必ずしも

　一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

・特になし。

・前年度（令和3年度）との比較について

「最広義人件費」・・・前年度比0.8％減
　前年度に比べ退職者が増加したことに伴う職員数の減少により、減少となった。

区　　分

給与、報酬等支給総額
22,585,965

退職手当支給額
1,916,575

非常勤役職員等給与
12,252,451

福利厚生費
5,224,834

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
41,979,827
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